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○ 障害者総合支援法第８９条第１項の規定により、都道府県は、基本指針に即して、市町村障害
福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供
体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（都道府県障害福祉計画）を
定めることとされている。

○ また、児童福祉法第３３条２２第１項の規定（平成３０年４月施行）により、都道府県は、基本指針
に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障
害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通
所支援等の円滑な実施に関する計画（都道府県障害児福祉計画）を定めることとされている。

○ 障害者総合支援法及び児童福祉法の規定により、都道府県障害福祉計画と都道府県障害児福
祉計画は、一体のものとして作成することができるとされている。

１．策定根拠

２．策定時期等

○ 現行の青森県障害福祉サービス実施計画（第４期計画）の期間は平成２７年度から平成２９年度
の３年間。このため、平成２９年度中に第５期障害福祉計画を策定する必要がある。

○ また、平成３０年度からの第１期障害児福祉計画を策定する必要がある。

○ 第５期障害福祉計画の策定に当たっては、障害児福祉計画と一体のものとして策定する。

障害福祉計画

障害児福祉計画

第３期
（H24～H26）

第４期
（H27～H29） 第５期

（H30～H32）
第１期

（H30～H32）

第６期
（H33～H35）
第１期

（H33～H35）

H24 H27 H30 H33

青森県障害福祉サービス実施計画（第５期計画）等の策定について

２



○ 障害者計画は、障害者基本法第１１条第２項の規定により、都道府県は、障害者基本計画（国
策定）を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県にお
ける障害者のための施策に関する基本的な計画（都道府県障害者計画）を策定しなければならな
いとされている（中長期の計画）。

○ 障害福祉計画は、障害者計画の中の「生活支援」に関わる事項中、障害福祉サービスに関する
３年間の実施計画的な位置付け。

○法律では「障害福祉計画」となっているが、本県では「障害者計画」と混同しないよう「障害福祉
サービス実施計画」としている。

３．障害者計画と障害福祉計画の関係

第３次青森県障害者計画（H25～H34）

１ 障害・障害者への理解促進と共生 ２ 生活支援の充実

３ 生活環境の充実 ４ 保健・医療の充実

５ 教育の充実 ６ 雇用・就業の促進

７ 情報バリアフリー化の推進 ８ スポーツ・文化・芸術への参加促進

青森県障害福祉サービス実施計画（期間３年間）
（【生活支援の充実】に掲げる障害福祉サービス、地域生活支援事業等の実施計画）
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第４期計画基本指針の成果目標 ※平成29年度の数値目標設定 第５期計画等基本指針の成果目標 ※平成32年度の数値目標設定

①福祉施設の入所者の地域生活への移行
・平成29年度末において、平成25年度末時点の施設入所者数の12%以上
が 地域生活へ移行
・平成29年度末の施設入所者数を、平成25年度末時点から4%以上削減

①福祉施設の入所者の地域生活への移行【継続】
・平成32年度末において、平成28年度末時点の施設入所者数の9%以上が
地域生活へ移行
・平成32年度末の施設入所者数を、平成28年度末時点から2%以上削減

②入院中の精神障害者の地域生活への移行

・平成29年度における入院後3か月時点の退院率64%以上

・平成29年度における入院後1年時点の退院率91%以上
・平成29年6月末時点の1年以上の長期在院者数を平成24年6月末時点か
ら18%以上削減

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築【項目の見直し】
・保健・医療・福祉関係者による協議の場（各圏域、各市町村）の設置
・平成32年度における入院後3か月時点の退院率69%以上
・平成32年度における入院後6か月時点の退院率84%以上
・平成32年度における入院後1年時点の退院率90%以上
・平成32年度末の精神病床における1年以上の長期入院患者数（65歳以上、
65歳未満）を国の掲げる式により算出し設定
（全国でH26年度末の18.5万人と比べて3.9万人～2.8万人の減）

③地域生活支援拠点等の整備
・各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備

③地域生活支援拠点等の整備【継続】
・各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備

④福祉施設から一般就労への移行等
・平成29年度の一般就労への移行者が、平成24年度移行実績の2倍以上
・平成29年度の就労移行支援事業の利用者数が、平成25年度の6割以上
増加
・就労移行支援事業所のうち、就労移行率が3割以上の事業者が全体の5
割以上

④福祉施設から一般就労への移行等【一部追加】
・平成32年度の一般就労への移行者が、平成28年度移行実績の1.5倍以上
・平成32年度の就労移行支援事業の利用者数が、平成28年度の2割以上
増加
・就労移行支援事業所のうち、就労移行率が3割以上の事業者が全体の5
割以上
・就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率を8
割以上

⑤障害児支援の提供体制の整備等【新たな項目】
・児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1カ所以上設置

（圏域での設置可）
・保育所等訪問支援を利用できる体制を各市町村に構築

・主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイ
サービスを各市町村に少なくとも1カ所以上確保（圏域での確保可）

・医療的ケア児支援の協議の場（各都道府県、各圏域、各市町村）の設置
（各市町村の設置は圏域での設置可）※平成30年度末まで

４．第４期計画と第５期計画等における国の基本指針の成果目標の対比

④の福祉施設とは、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型・Ｂ 型）を行う事業所
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急性期入院需要

906人

急性期入院需要

898人

急性期入院需要

867人

回復期入院需要

725人
慢性期入院（１年以上の長期入院）需要

1,979人

回復期入院需要

748人
慢性期入院（１年以上の長期入院）需要

1,537～1,652人

回復期入院需要

744人
慢性期入院（１年以上の長期入院）需要

1,024～1,206人

政策効果によ
る地域移行数
451～336人

政策効果による地域移行数

910～728人

Ｈ26年度末

Ｈ32年度末

Ｈ36年度末

▲ 442～327人

平成36年度末（2025年）までの政策効果の見込みの内訳

3,610人

政策 地域移行する長期入院患者数の見込み（政策効果）

① 地域移行を促す基盤整備 継続的な入院治療を要する長期入院患者（認知症除く）以外
（長期入院患者（認知症除く）の30～40%）

553～415人

② 治療抵抗性統合失調症治療薬の普及 継続的な入院治療を要する長期入院患者（認知症除く）の25～30％ 250～241人

③ 認知症施策の推進 認知症による長期入院患者の13～19% 107～72人

3,634人

3,545人

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた目標設定（青森県）

 政策効果を見込まない将来の入院需要を推計し、①「地域移行を促す基盤整備」、②「治療抵抗性統合失調症
治療薬の普及」、③「認知症施策の推進」による政策効果を差し引いて、入院需要の目標値を設定

▲955～773人

合計 910～728人

入院需要
（政策効果なし）

※65歳以上、65歳未満の人数を設定
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成果目標と障害福祉サービスの見込量（活動指標）との関係

①施設入所者の地域生活への移行

【地域生活移行者の増加】
平成２８年度末時点の施設入所者の９％以上が地域生活へ移行する。

【施設入所者の削減】
平成２８年度末時点の施設入所者数から２％以上削減する。

（成果目標）

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

【障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者の協議の場の設置状況】
全ての障害福祉圏域ごとに保健・医療・福祉関係者の協議の場を設置する。

【市町村ごとの保健・医療・福祉関係者の協議の場の設置状況】
全ての市町村ごとに保健・医療・福祉関係者の協議の場を設置する。

【精神病床における１年以上長期入院患者数（65歳以上、65歳未満】
平成32年度末時点の精神病床における１年以上長期入院患者数を設定する。

【精神病床における早期退院率】
・入院後３か月時点の退院率を69％以上とする。・入院後６か月時点の退院率を84％以
上とする。

・入院後１年時点の退院率を90％以上とする。

③障害者の地域生活への支援

【地域生活支援拠点の整備】
各市町村又は各圏域に少なくとも１つ整備する。

④福祉施設から一般就労への移行

【福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加】
平成２８年度の一般就労への移行実績の1.5倍以上とする。

【就労移行支援事業の利用者の増加】
平成２８年度末における利用者数を２割以上増加させる。

【就労移行支援事業所の就労移行率の増加】
就労移行率が３割以上の事業所を全体の５割以上とする。

【職場定着率の増加】
就労定着支援開始１年後の職場定着率を８割以上とする。

（活動指標）

⑤障害児支援の提供体制の整備等

【児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実】
・児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１か所以上設置する（圏域での設置も可）。

・すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する。

【主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保】

各市町村に少なくとも１か所以上確保する（圏域での確保も可）。

【医療的ケア児支援のための保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関の協議の場の設置】

平成30年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健・医療・障害福祉・保
育・教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設ける（市町村は圏域での設置も可）。

（都道府県・市町村）

○訪問系サービス（居宅介護等）利用者数、利用時間数 ○生活介護の利用者数、利用日数

○自立訓練（機能訓練・生活訓練）の利用者数、利用日数○就労移行支援の利用者数、利用日数

○就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数 ○短期入所（福祉型、医療型）の利用者

○自立生活援助の利用者数 数、利用日数

○共同生活援助の利用者数 ○地域移行支援の利用者数

○地域定着支援の利用者数 ○施設入所支援の利用者数

（都道府県・市町村）

○訪問系サービス（居宅介護等）利用者数、利用時間数 ○生活介護の利用者数、利用日数

○自立訓練（生活訓練）の利用者数、利用日数 ○就労移行支援の利用者数、利用日数

○就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数 ○短期入所（福祉型、医療型）の利用者

○自立生活援助の利用者数 数、利用日数

○共同生活援助の利用者数 ○計画相談支援の利用者数

○地域移行支援の利用者数 ○地域定着支援の利用者数

（都道府県・市町村）

○就労移行支援の利用者数、利用日数

○就労移行支援事業等（就労移行支援、就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型）から一般就労へ

の移行者数

○就労定着支援の利用者数

（都道府県）

○障害者に対する職業訓練の受講者数

○福祉施設から公共職業安定所に誘導する福祉施設利用者数

○福祉施設から障害者就業・生活支援センターに誘導する福祉施設利用者数

○福祉施設利用者のうち公共職業安定所の支援を受けて就職する者の数

（都道府県・市町村）

○児童発達支援の利用児童数、利用日数

○医療型児童発達支援の利用児童数、利用日数

○放課後等デイサービスの利用児童数、利用日数

○保育所等訪問支援の利用児童数、利用日数

○居宅訪問型児童発達支援の利用児童数、利用日数

○医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数

（都道府県）

○福祉型障害児入所施設の利用児童数

○医療型障害児入所施設の利用児童数

（都道府県・指定都市）

○発達障害者支援地域協議会の開催 ○発達障害者支援センターによる相談支援

○発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言

○発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、

啓発 ６



５．第５期計画の方向性

青森県障害福祉サービス実施計画（第５期計画）の策定等について

成果目標➀ 福祉施設の入所者の地域生活への移行

(1)平成２８年度末時点の施設入所者数の９％以上を地域生活へ移行
(2)施設入所者数を平成２８年度末時点から２％以上削減

成果目標➁ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

(3)保健・医療・福祉関係者による協議の場（各圏域、各市町村）の設置
(4)入院後３か月時点の退院率を６９％以上
(5)入院後６か月時点の退院率を８４％以上
(6)入院後１年時点の退院率を９０％以上
(7)精神病床における１年以上の長期入院患者数（６５歳以上、６５歳未満）を国の掲げ
る式により算出し設定

国の基本指針

成果目標➃ 福祉施設から一般就労への移行等

(9)福祉施設から一般就労への移行者数を平成２８年度移行実績の１．５倍以上
(10)就労移行支援事業の利用者数を平成２８年度の２割以上増加
(11)就労移行支援事業所のうち、就労移行率が３割以上の事業所が全体の５割以上
(12)就労定着支援事業による支援を開始した時点から１年後の職場定着率を８割以上

成果目標➂ 地域生活支援拠点等の整備

(8)各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備

施設入所者数(H28) 2,530人
(1)移行者数 2,530人×9% = 228人
(2)削減後の施設入所者数

2,530人×98% = 2,479人（△51人）

(3)県は設置（保健所）
(4)３か月時点退院率(H28) 60.0%
(5)６か月時点退院率(H28) 83.1%
(6)１年時点退院率(H28) 90.0%
(7) 長期入院患者数(H28)2,087人

【国の式で算出】1,537人～1,652人
※関連する計画

医療計画、介護保険事業支援計画

(8)設置なし

(9)移行者数 125人(H28)×1.5 =188人
(10)利用者数 338(H28)×1.2 = 406人
(11)就労移行率３割以上 (H28)25.6％
(12)※H30年4月からの新サービス

本県の状況

成果目標➄ 障害児支援の提供体制の整備等

(13)児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１カ所以上設置（圏域での設置可）
(14)各市町村又は各圏域に設置された児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施

するなどにより、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築
(15)主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービスを

各市町村に少なくとも１カ所以上確保（圏域での確保可）
(16)医療的ケア児支援の協議の場（各都道府県、各圏域、各市町村）の設置（各市当村

の設置は圏域での設置可）※平成３０年度末まで

(13)児童発達支援センター設置 ４市
※児童発達支援事業所設置 １４市町

(14)保育所等訪問支援事業所設置 ７市町
(15)重症心身障害児を支援する児童発達支

援事業所 ３市
重症心身障害児を支援する放課後等デ
イサービス事業所 ５市町

(16)県はH28に情報交換会を実施

７



６．第５期計画の構成案

青森県障害福祉サービス実施計画（第５期計画）の策定について

２ 障害保健福祉の現状
・各障害者手帳所持者の状況、精神障害者の入退院の状況
・障害福祉サービス等の体系
・障害福祉サービス事業所の指定状況
・第４期計画の障害福祉サービスの進捗状況
（各サービスについて、年度別・圏域別に掲載）
・雇用・就労の状況（特別支援学校卒業者の進路状況、障害者雇用の状況など）

３ 成果目標と推進方策
・５本柱（施設入所者の地域生活への移行、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
の構築、地域生活支援拠点等の整備、福祉施設から一般就労への移行、障害児支援の
提供体制の整備等）における16項目の成果目標を設定

４ 成果目標達成のための活動指標
・各サービスの計画期間の年度ごとのサービス見込量
・指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数
・就労継続支援（Ｂ型）事業所における目標工賃

７ 教育行政・雇用行政等における障害者の就労に向けた取組
・関係機関（教育・就労分野）との連携した取組など

・本県の状況等について記載
・関係機関等（教育委員会・
労働局・事業者）に照会

・基本指針や本県の状況等
を踏まえ設定

・各市町村の見込みの積み
上げや、本県の取組の状況
を踏まえ設定

・本県の取組の状況を踏まえ
記載

１ はじめに
・基本的理念等（計画の趣旨、基本理念、法令根拠など）
・計画の期間
・区域（圏域）の設置

・点検・評価（ＰＤＣＡサイクル）による計画の検証

・基本指針や本県の状況を
踏まえ記載

・年１回状況調査・評価

6 地域生活支援事業
・県及び市町村が行う地域生活支援事業の取組状況及び実施の見込み

5 良質で健全な指定障害福祉サービス事業者等による支援体制の整備と人材の育成
・障害福祉サービス事業所の支援体制の整備、資質向上を図る研修など

・本県の状況を踏まえ記載

・本県及び市町村の取組の
状況を踏まえ記載

８

※現行の第４期計画の構成を継承しつつも、障害児福祉計画の内容を盛り込み作成



７．スケジュール（案）

青森県障害福祉サービス実施計画（第５期計画）の策定について

６月１４日 市町村担当者説明会

７月１２日 市町村障害福祉サービス見込量等調査

（市町村計画の成果目標、障害福祉サービスの実績・見込量）

９月１１日 市町村障害福祉サービス見込量等調査の回答

１０月上旬 市町村に調査内容のヒアリング

１０月１９日 青森県障害者施策推進協議会 ①

（第４期計画の点検・評価、第５期計画の策定について）

１０月 関係機関（教育、労働関係）への照会

１２月 青森県障害者施策推進協議会 ②

（第５期計画素案（精査前数値を記載した全体像）について審議）

１２月～１月 パブリックコメント

２月 青森県障害者施策推進協議会 ➂

（第５期計画原案について審議）

３月 第５期計画の決定

９


